
狩
猟
シ
ー
ズ
ン
で
す

　
２
月

１５
日

（日）
ま
で
の
間
は
、
猟

期
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
※
シ
カ
・
イ
ノ
シ
シ
は
３
月

１５

　
日

（日）
ま
で
猟
期
延
長

　
狩
猟
者
の
み
な
さ
ま
は
も
ち
ろ

ん
、
入
山
さ
れ
る
方
々
は
、
次
の

こ
と
に
十
分
注
意
し
て
事
故
防
止

に
努
め
ま
し
ょ
う
。

○
狩
猟
者
の
み
な
さ
ま
へ

①
ウ
ズ
ラ
が
狩
猟
鳥
獣
か
ら
除

外
さ
れ
ま
し
た
。

②
グ
ル
ー
プ
猟
の
場
合
、
狩
猟

開
始
前
に
狩
猟
場
所
で
は
ど

の
よ
う
な
場
合
に
事
故
が
発

生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
な

ど
、
グ
ル
ー
プ
の
み
な
さ
ん

で
話
し
合
う
「
危
険
予
知
ミ

ー
テ
ィ
ン
グ
」
を
行
い
ま
し

ょ
う
。

③
猟
銃
の
発
砲
に
あ
た
っ
て
は
、

必
ず
獲
物
の
確
認
を
し
、
こ

ま
め
な
脱
砲
に
努
め
ま
し
ょ

う
。

④
鳥
獣
保
護
区
や
銃
猟
禁
止
区

域
、
公
道
な
ど
で
は
絶
対
に

銃
猟
を
行
わ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

⑤
狩
猟
が
可
能
な
区
域
で
あ
っ

て
も
、
他
人
の
土
地
に
自
由

に
立
ち
入
れ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
土
地
所
有
者
・

管
理
者
の
指
示
に
従
い
ま
し

ょ
う
。

⑥
無
理
の
な
い
、
心
に
ゆ
と
り

の
あ
る
狩
猟
を
心
が
け
ま
し

ょ
う
。

○
入
山
さ
れ
る
方
々
へ

　
　
狩
猟
期
に
は
、
た
く
さ
ん
の

ハ
ン
タ
ー
が
入
山
し
ま
す
。
黄

色
な
ど
明
る
い
色
の
目
立
つ
服

装
で
入
山
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
白
色
タ
オ
ル
は
シ
カ
と
間

違
え
ら
れ
や
す
い
の
で
、
使
用

を
控
え
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
地
域
整
備
部
農
林
課
（
庁
舎
３

　
階
）

　
　
４
３
・
０
５
１
９

東
播
都
市
計
画
下
水
道
・
変
更
案

の
住
民
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　
東
播
都
市
計
画
下
水
道
の
計
画

変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
住

民
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

変
更
区
域
　
上
中
地
区
、
木
梨
地

　
区
お
よ
び
喜
田
地
区
の
一
部

開
催
場
所
　
加
東
市
役
所
３
０
１

　
会
議
室
（
庁
舎
３
階
）

日
　
時
　
１
月
９
日

（金）
　

１９
時
か
ら

女
性
の
た
め
の
相
談

　
夫
婦
や
家
族
の
こ
と
、
職
場
や

地
域
で
の
人
間
関
係
な
ど
の
悩
み

に
つ
い
て
、
専
門
の
相
談
員
が
相

談
に
応
じ
ま
す
。（
秘
密
厳
守
・

無
料
・
託
児
あ
り
）

日
　
時
　
１
月

１３
日

（火）
・

２６
日

（月） 

　
１０
時
〜

１２
時
、

１３
時
〜

１６
時

場
　
所
　
や
し
ろ
こ
ど
も
の
い
え

相
談
方
法

　
①
電
話
　
　４
２
・
８
５
４
３

　
②
面
接
　
１
人

５０
分
程
度（
要
予
約
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
部
子
育
て
支
援
課（
庁
舎
１
階
）

　
　
４
３
・
０
４
０
８

年
金
相
談
（
予
約
制
）

　
明
石
年
金
事
務
所
員
が
相
談
に

応
じ
ま
す
。

日
　
時
　
１
月

２３
日

（金）
　

　
１０
時

２０
分
〜

１５
時

２０
分

場
　
所
　
社
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
　
員
　

１６
人

受
付
期
間
　
１
月
５
日

（月）
〜

２２
日

（木）

申
込
方
法
　
電
話
で
住
所
・
氏
名
・

　
生
年
月
日
・
基
礎
年
金
番
号
・

　
相
談
内
容
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ

　
い
。

　
※
年
金
給
付
に
関
す
る
相
談
の

　
　
み
と
な
り
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
市
民
安
全
部
保
険
・
医
療
課

　（
庁
舎
１
階
）

　
　
４
３
・
０
５
０
１

加
東
市
消
防
団
の
あ
り
方

検
討
委
員
会
　
委
員
募
集

　
消
防
団
は
、
火
災
・
地
震
等
発

生
時
の
活
動
や
、
平
常
時
の
防
災

指
導
な
ど
で
活
躍
し
、
地
域
防
災

の
中
核
と
し
て
、
市
民
の
生
命
・

財
産
を
守
る
う
え
で
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

社
会
情
勢
の
大
き
な
変
化
に
伴
い
、

団
員
数
の
減
少
や
、
被
雇
用
者
で

あ
る
団
員
（
い
わ
ゆ
る
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
団
員
）
の
割
合
の
増
加
等
、

様
々
な
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　
加
東
市
で
は
、
今
後
の
地
域
防

災
体
制
と
消
防
団
の
役
割
、
消
防

団
制
度
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て

検
討
す
る
た
め
、
新
た
に
「
加
東

市
消
防
団
の
あ
り
方
検
討
委
員

会
」
を
組
織
し
、
そ
の
設
置
に
あ

た
っ
て
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

委
員
の
任
期

　
委
嘱
の
日
か
ら
平
成

２８
年
３
月

　
３１
日
ま
で

応
募
資
格

　
加
東
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
る

方
で
、
次
の
要
件
の
ど
ち
ら
か
を

満
た
す
方

①
平
成

２７
年
４
月
１
日
現
在
、

概
ね

２０
歳
か
ら

４０
歳
で
加
東

市
消
防
団
に
加
入
し
て
い
な

い
、
ま
た
は
加
入
経
験
の
な

い
男
性
。

②
平
成

２７
年
４
月
１
日
現
在
、

概
ね

２０
歳
以
上
の
女
性
。

募
集
期
間

　
１
月

１３
日

（火）
〜

３０
日

（金）

会
議
開
催

　
任
期
中
に
５
回
程
度
の
開
催
を

予
定
。（
平
日
の
夜
間
に
開
催
予

定
）

報
　
酬

　
加
東
市
委
員
会
の
委
員
等
の
報

酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
に
基
づ
き
支
給
。

申
込
方
法

　
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
防
災
課
に
持
参
・
郵
送
・

Ｆ
Ａ
Ｘ
・
電
子
メ
ー
ル
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※
申
込
書
は
、
市
民
安
全
部
防
災

課
（
庁
舎
４
階
）
に
あ
る
ほ
か
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◎
応
募
多
数
の
場
合
は
、
書
類
選

考
し
、
結
果
を
本
人
に
通
知
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
〒
６
７
３
―

１
４
９
３

　
加
東
市
社

５０
番
地

　
市
民
安
全
部
防
災
課（
庁
舎
４
階
）

　
　
４
３
・
０
４
０
３

　
ＦＡＸ
４
２
・
５
０
５
５

電
子
メ
ー
ル
　
　

　bosai@
city.kato.lg.jp

火災２７件　救急１，５３８件　救助２８件
1/1～11/30加東消防署からのお知らせ
参加してみませんか？参加してみませんか？

（受講料無料）
普通救命講習普通救命講習

　全国一斉に“農林業の国勢調査”といわ
れる「２０１５年農林業センサス」を実施し
ます。この調査は、農林業関連政策に役立
てるために、５年ごとに実施する極めて大
切な調査です。
　農林業センサスの調査員が、１月中旬か
ら農林業に携わる方々を訪問し、調査票に
農林業の経営状況などを記入いただくよう
依頼させていただきます。
　なお、調査表に記入された事項については、
統計以外の目的には使用しません。ご協力
をよろしくお願いいたします。

２０１５年
農林業センサスにご協力ください
２０１５年
農林業センサスにご協力ください
２０１５年
農林業センサスにご協力ください

・市税の納付には便利な口座振替制度をご利用ください。
・コンビニエンスストアでも納付できます。
・納期限を過ぎた納付書は、コンビニエンスストアでは使用でき
　ません。
・納期限を過ぎますと、督促手数料と延滞金が発生します。

　　問い合わせ　総務部税務課（庁舎１階）
　　　　　　　　国民健康保険税係　　４３－０３９７

国民健康保険税の第７期の納期限は

２月２日（月）です。

 ドライバー自ら給油を行うセルフサービス式の給油取扱所（セルフスタンド）
は、平成１０年４月から認められた比較的新しいガソリンスタンドの形態です。
　近年、ガソリンスタンドの軒数は減少傾向にありますが、これとは対照的
にセルフスタンドは増加しています。セルフスタンドでドライバーが給油す
る際には、次の点に十分ご注意ください

給油中の主な注意点
①静電気除去シートなどにより静電気を十分除去すること。
②車に給油する油種を十分に確認すること。
③ライター、たばこ等の火気は使用しないこと。
④ガソリンの容器への小分けは行わないこと。
⑤自動車または原動機付自転車以外への給油は行わないこと。

　その他、計量機に表示されている使用方法、注意事項を
必ずお読みください。また、ご不明な点があれば計量機付近
に設置されているインターホンでセルフスタンド従業員に
お問い合わせください。

日　時
　２月６日（金）
　１８：００～２１：００

場　所

　加東消防署２階
　会議室

定　員　１０人程度

申込期限　２月１日（日）

申し込み・問い合わせ
　加東消防署救急係
　 　４２－３８１０

問い合わせ
　地域整備部農林課（庁舎３階）
　　４３－０５１９

　東播都市計画下水道の計画変更について、次のとおり縦覧します。
加東市にお住まいの方や計画に利害関係のある方のうち、都市計
画案に意見を持たれている方は、縦覧期間中、市長へ意見を提出
することができます。
変更区域　上中地区木梨地区および喜田地区の一部
縦覧期間　１月２３日（金）～２月６日（金）（平日の８時３０分から１７時１５分まで）
縦覧場所　建設部都市整備課（庁舎３階）
問い合わせ　建設部都市整備課　　４３－０５０７

東播都市計画下水道変更案の縦覧について

加東市役所は土・日・祝日、１２月２９日か
ら翌年の１月３日を除き、８:３０から１７:１５
まで開庁しています。市民課のみ火曜
日は１９:１５まで業務延長しています。

加東市役所は土・日・祝日、１２月２９日か
ら翌年の１月３日を除き、８:３０から１７:１５
まで開庁しています。市民課のみ火曜
日は１９:１５まで業務延長しています。

問い合わせ　加東消防署予防係　　４２－３５６０

21 20


